
    
    指定居宅介護（予防）支援事業利用    

  重 要 事 項 説 明 書   
 
   あなたに対する指定居宅介護支援事業利用サービス提供開始にあたり、指定居宅介護（予防）支援

事業運営規程に基づいて当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 
 
１，事業者 
 事業所の名称 居宅介護支援センター けやき荘  

 事業所所在地 佐賀市川副町大字福富８２８―１  

 法人の種別 社会福祉法人  

 代表者氏名 松 永 啓 介  

 電話番号 ０９５２－４５－５１９３  

 ＦＡＸ番号 ０９５２－４５－２９４２  

 
２，御利用施設で併せて実施する事業 
 事業の種類 佐賀県知事の事業者指定   

   利 用 定 員  

  指 定 年 月 日 指 定 番 号   

 施設 特別養護老人ホーム  平成１２年４月１日 佐 賀 県 指 令 １ １    

高 障 ２ ８ ９  
４１７１００００５４ 

    ５０人  

  
居宅 

訪問介護 
介護予防訪問介護 

平成１１年１０月２２日 
平成１８年 ４月 １日 

佐 賀 県 指 令 １ １    

高 障 ２ ８ ９  
４１７１００００５４ 

      人  

  通所介護 
介護予防通所介護 

平成１１年１０月２２日 
平成１８年 ４月 １日 

佐 賀 県 指 令 １ １    

高 障 ２ ８ ９  
４１７１００００５４ 

４５人／月～土    

  短期入所生活介護 
介護予防短期入所生活介護 

平成１１年１０月２２日 
平成１８年 ４月 １日 

佐 賀 県 指 令 １ １    

高 障 ２ ８ ９  
４１７１００００５４ 

    ２０人  

 密着 小規模多機能型居宅介護 平成２０年１２月１日 ４１９１００００１９    ２５人  

  認知症対応型共同生活介護 平成２１年 ６月１日 ４１９１００００１９     ９人  

 
 
 

居宅介護支援事業 
居宅介護予防支援事業 

平成１１年 ８月１３日 
令和 ６年 ４月 １日 

佐 賀 県 指 令 １ １    

高 障 ２ ８ ９  
４１７１００００５４ 

  
    人 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



３，事業の目的及び運営方針 
 
１  要介護（要支援）状態等となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、  

 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供します。  
２ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づい  
 て、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効  
 率的に提供されるよう配慮します。  
３ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利  
 用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特  
 定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。  
４ 事業の運営に当たっては、市町村等保険者（以下「保険者」という）、地域包括  
 支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。  

 
２，職員の職種，人数及び職務内容 
 
職員の職種 員 数   区     分   

   常 勤  非常勤    職 務 内 容  

  専従 兼務 専従 兼務   

施設長  １   １     

介護支援専門員    6        

 
３，営業日及び営業時間 

 営 業 日 月～日  

 営 業 時 間  ９：００～１８：００  

 
 
４，ケアサービスの提供方法及び内容 

 計画の作成 指定居宅介護（予防）支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、居宅サービス  

 計画を利用者や家族の希望を伺うとともに、心身の状況等の課題分析を行い各種

関係機関と協議し作成します。又居宅サービス事業所については、複数の事業者

等に関する情報を提供した上で計画に位置付ける事とします。 

 

問い合わせ又は利 指定居宅介護支援の提供に関する問い合わせ又は利用申込は、電話、文書  

用申し込み方法 及び事業所への来所により受け付けます。  

提供拒否の禁止 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒否はいたしません。  

サービス提供困難 事業の実施地域によっては、自ら適切な指定居宅介護支援を提供すること  

時の対応 が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他  
 の必要な措置を講じる場合があります。  

受給資格等の確認 指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その人の提示する被保険  

 者証（資格者証を含む）によって、被保険者資格、要介護認定又は要支援  
 認定の有無及び要介護認定等の有効期間を確認させてもらいます。また合わせて

介護保険負担割合証も確認をさせてもらいます。 
 



要介護（要支援）認定 ・指定居宅介護支援の提供に際し、要介護（要支援）認定等の申請が既に行  

申請に係る援助 われているか否かを確認し申請が行われていない場合は、利用申込者の意思  
 を踏まえて要介護（要支援）認定の申請の援助を行います。  
 ・要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護  
 認定等の有効期間の満了日の１ヶ月前には行われるよう、必要な援助を行  
 います。  

介護支援専門員の 介護支援専門員には、身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用  

身分証明書の提示 者若しくはその家族から身分を証する書類を求められたときは、これを提  
 示します。  

 
５，介護保険給付サービス 
 居宅サービス計画の作 包括的自立支援システムにて課題分析を行い、本人、家族の意見を取り  

 成 入れサービス計画を作成します。  

 居宅サービス事業者と 居宅サービス計画作成時にサービス担当者会議を開催し、利用者の二―  

 の連絡調整 ズにあった、サービスが提供できるように連絡調整いたします。  

 介護保険給付管理業務 保険給付について、要介護状態区分にあった給付管理をおこないます。  

    

 要介護認定等の申請の 要介護認定等の定期的な申請や状態の変化等による申請が必要な場合  

 援助 には代行等の援助を行います。  
 
６，利用料及びその他の費用 
（１）法定給付  

       要介護区分 
 
取扱い件数区分 

 
   要介護１・２ 

 
要介護３・４・５ 

 

 介護支援専門員１人当たりの

利用者数が45人未満の場合 
居宅介護支援費Ⅰ 
         10,860円 

居宅介護支援費Ⅰ 
14,110円 

 

  
 45人以上60人未満の場合にお

いて40人以上の部分 
居宅介護支援費Ⅱ 
         5,440 円 

居宅介護支援費Ⅱ 
7,040 円 

 

  
60人以上の場合において、 
60人以上の部分 

居宅介護支援費Ⅲ 
         3,260円 

居宅介護支援費Ⅲ 
            4,220円 

 
＊当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記の金額の５０／１００となります。 
＊45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、46件目以上となった場合に 
居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＊加算について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
（２）介護予防支援法定給付  

       要支援区分 
 
取扱い件数区分 

 
要支援１・２ 

 

 【包括センター】で担当する場合 介護予防支援費（Ⅰ）        4,420円  

  
 【居宅介護支援】で担当する場合 介護予防支援費（Ⅱ）        4,720 円  

  
 
＊加算について（介護予防支援） 
 

（３）法定外給付 

     区    分           利      用      料  

 交 通 費 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問し  

 て指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費を請求しま  
 す。  
   １ｋｍにつき    １００円  
   

 
７，通常の事業の実施区域 
 

 事業の実施区域 ・佐賀市（川副町、諸富町、東与賀町）  

 
 

 

加算 加算額 
初回加算 3,000円 
入院時情報連携加算（Ⅰ）1日以内に情報提供 

入院時情報連携加算 (Ⅱ) 3日以内に情報提供 
2,500円 
2,000円 

退院・退所加算 (Ⅰ)  カンファレンス無 
      (Ⅱ・Ⅲ)  カンファレンス有 

(Ⅰ1) 4,500円 (Ⅱ１) 6,000円  

(Ⅰ2) 6,000円 (Ⅱ２) 7,500円 

        ( Ⅲ ) 9,000円 
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円 
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円 
通院時情報連携加算  500円 

 
 要介護１・2 要介護3・4・5 

介護職員等処遇改善加算 月額228円 月額296円 

加算 加算額 
初回加算 3,000円 
入院時情報連携加算（Ⅰ）1日以内に情報提供 3,000円 
介護職員等処遇改善加算（介護予防支援費Ⅰ） 月額93円 
介護職員等処遇改善加算（介護予防支援費Ⅱ） 月額99円 



８，サービス提供に関する相談、苦情について 
（１） 苦情処理の体制及び手順について 
  ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及び家族からの相談及び苦情を受け付けるための 
    窓口を設置します。 
  イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 
 
（２）苦情申立先 

 当施設ご利用相談室  窓口担当者    部 長 北村 康平  

 ご利用時間    毎 日  ９：００～１８：００  
 ご利用方法    電 話  ０１２０－４５－５１９３  
               面 接  相談室  
               苦情箱  施設内に設置  

苦情受付公的機関 名称    佐賀県国民健康保険団体連合会 介護保険課 
住所    佐賀市呉服元町７番２８号 佐賀県国保会館 
TEL    ０９５２－２６－１４７７ 
FAX    ０９５２－２６－６１２３ 

 

 

 

 

名称    佐賀中部広域連合                  
住所    佐賀市白山２丁目１番１２号             
TEL        ０９５２－４０－１１３１ 
FAX        ０９５２－４０－１１６５ 
 

  
 
 
（３）サービス事業者に対して苦情があった際の対応方針 
 

苦情を受けた際は 
（1）事実確認（利用者・家族・関係職種・サービス事業者からの聞き取り） 
（2）分析 
（3）改善要請 
（4）改善状況の確認 
（5）結果報告、の流れで対応する。 

 
必要に応じて当該事業者に改善計画の提出を求め、担当者会議等で共有する。 
重大性・緊急性が高い場合は佐賀中部広域連合へ速やかに報告する。 
全ての経過は苦情処理記録に記載し、サービスの質の向上に活かす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



苦情解決のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

苦情の受付 

・ 苦情受付担当者は、苦情を随時受付ける。 

・ 苦情受付担当者は、お客様等からの苦情受付に際して、下記の事項 

を書面に記載し、その内容について苦情相談者に確認する。 

①苦情内容 

②苦情相談者の希望 

③苦情相談者と苦情解決責任者による話合いによる解決 

苦情受付の報告・確認 

・ 苦情受付担当者は、受付けた苦情は全て苦情解決責任者及び第三者委員に報告を行う。  

第３者委員とは民生委員、税理士、監事等中立、公正な立場にある方が相談、苦情解決に

あたる。   
第３者委員  江頭 吉一 こもれび会監事 
       山口 正人 こもれび会監事 
 

苦情解決に向けての話合い 

・ 苦情解決責任者は苦情相談者との話合いによる解決に努める。 

 

話合いにより苦情解決 話合いが不調の場合 

苦情相談者は下記へ申し出て解決を図るこ

とが出来る。 
 
佐賀県社会福祉協議会 
   ０９５２－２３－２３１４ 
佐賀県国民保険団体連合  

０９５２－２６－１４７７ 
佐賀中部広域連合     

０９５２－４０－１１３１ 
 

苦情解決結果の記録、報告 

・ 苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質の向上、運営の適正化が確保できる。 

これらを実効あるものとするために、記録及び報告を下記の通り行う。 

① 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録を行う。 

② 苦情解決責任者は、苦情相談者に改善を約束した事項について、苦情相談者に対して、 

一定期間経過後に報告を行う。 

 

苦情解決結果の活用 

・ サービスの質の向上や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、サービス従業者 

への研修時に具体的事例として活用を行う。 

 



９，具体的取扱い方針 
 

 居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者が有する能力やその置かれている環境等の評価  

を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができ  
るように支援する上で解決すべき課題を把握します。  
  

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者の希望に基づき作成されるものであり、 
利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を 
行い、理解を得るようにします。 
居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して、 
・複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが可能であること 
・居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが 
可能であること 

 

 利用者に提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を  

盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。  

 居宅サービス計画に基づいた指定居宅サービス等の提供について、保険給付の対象となるか否  

かを区分し、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書によ  
り利用者の同意を得ます。  

居宅サービス計画作成後においても、月に１回は自宅を訪問し、利用者の心身の状況や介護サ 
ービス利用状況等を把握し、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者、各関係機関等との 
連絡を継続的に行いながら、居宅サービス計画の実施状況により利用者の必要に応じた居宅サー 

 

ビス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行います。  
  
利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合又は利用者が介護保険施設  

への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜を図ります。  
  

介護保険施設等から退院又は退所しようとする場合には、居宅における生活へ円滑に移行でき  

るよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行います。  

 居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスが必要な場合は、当  

該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限ります。医療サービス以外の指定居宅  
サービス等が必要な場合は、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留  
意事項が示されているときは、これを尊重します。  
  

 利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は指定に係る居宅サービスの種類についての  

記載がある場合には、利用者にその趣旨（指定に係る居宅サービスの種類については、その変更  
の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画  
を作成します。  

 居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、  

介護給付等対象サービス以外の保険医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発  
的な活動によるサービス等の利用を含めて居宅サービス計画を作成します。  

居宅介護支援の提供の開始にあたり医療機関等との連携を図ることを目的とし、利用者が入院した 

場合は、入院時に担当のケアマネージャーの氏名等を入院先医療機関に提供することを依頼させ 
て頂きます。 

 



１０，秘密保持 

 業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密は守ります。この守秘義務は、居宅介護支援事業の    
契約が終了した後も継続し、また、事業所職員は退職後においてもこれを遵守いたします。 

 

 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者  

の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあらかじめ文書により得た上で行います。  

 
 
１１，事故発生時の対応 
 
指定居宅介護支援の提供により、利用者に事故が発生した場合には、速やかに保険者、利用者の家族 
や関係機関に連絡し、必要な措置を講じます。 

 利用者に対して、居宅介護支援を提供したことにより損害賠償すべき事故が発生した場合には、  

損害賠償を速やかに行います。  

 
 
１２ 感染症、自然災害による業務継続に向けた取り組みについて  

非常時の対応 別途定める「当施設業務継続計画」に沿って対応します。  

平常時の訓練及び研修 
別途定める「当施設業務継続計画」に沿って研修と訓練を各々年1回以上

実施します。 

 

  
  

災害時用備蓄品 
非常食、飲料水 ※3日分以上 
ガウン、マスク、消毒用アルコール等感染症対策物品 ※当施設規定分 

 

   

設備 非常用発電機 1 受水槽 1  

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ業務継続計画の変更を行います。 

 

 
 

 
 
１３ 虐待防止について  

当施設では、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を 

講じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 

従業者に周知徹底しています。 

② 虐待の防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施しています。 

虐待防止のための措置に関する責任者を選定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 虐待防止責任者     氏 名  松永 宣子    職名 施設長 
 

 
 
 
 
 



１４ ハラスメント対策について 

①  事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範

囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となりま

す。 

②  ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等

により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③  職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、

定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めま

す。 

④  ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に

対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 相談窓口責任者     事務長・部長・各所属主任 

 
１５ 衛生管理等について 

施設では、施設内において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に 

掲げる措置を講じるものとする。 

① 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（感染

症対策委員会）をおおむね毎月開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

② 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

③ 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

及び訓練を定期的に実施する。 

 

 
   私は、本書面に基づいて当施設職員（氏名         ）から上記重要事項の説明を受けた

ことを確認します。 
                 令和  年  月  日 

 
  利用者           住 所 
 
                   氏 名                                       印 
 
  利用者の家族     住 所 
 （代 筆 者）  
          氏 名                                       印 
  
                   続 柄 
 
         代筆の理由（                    ） 


